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３１ 就学支援の充実について 

（文部科学省） 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

（背景） 

○ 留年した場合は、修業年限の超過により就学支援金の対象から外れる。 
  高等学校等就学支援金制度の趣旨は、全ての意志ある高校生等が安心して教育を受け

ることができることを目的としていることから、真に支援を必要とする者が排除されな

いように配慮する必要がある。 

 

○ 私立高校等の生徒に支給される就学支援金は、公立高校生が負担軽減される額と 同

額の月額９，９００円（年額１１８，８００円）で、保護者の所得によって加算される

が、全国私立高校の平均授業料年額３８０，２３４円には及ばず、所得の低い世帯にお

いても、授業料負担が残る状況になっている。 

 

【内容】 

(1) 高等学校等就学支援金制度について、全ての意志ある高校生等が安心
して教育を受けることができるよう、修業年限の制限を緩和すること。

 
(2) 私立高校等の生徒への就学支援金について、低所得層に対する補助を

拡充するとともに、就学支援金支給に要する事務経費を増額すること。
 
(3) 奨学のための給付金制度の対象者を高等学校等就学支援金制度に合

わせるなど、事務負担が少なく、分かりやすい制度とすること。なお、
奨学のための給付金制度において、国庫補助金の超過負担が生じること
のないよう財源の確保を行うこと。 

   また、都道府県及び私立学校の財政負担に対し、奨学給付金支給に要
する事務経費を交付すること。 

 
(4) 経済的事情にかかわらず、私立高校生等が学業を継続できるように引

き続き支援するため、平成２７年度以降も高校生修学支援基金事業を継
続するとともに、基金取崩し割合を撤廃すること。また、専修学校高等
課程授業料軽減補助金を基金の対象とすること。 

 
(5) 要保護児童生徒に対する就学援助費並びに特別支援学校及び特別支

援学級に就学する児童生徒に対する就学奨励費については、本制度の趣
旨にかんがみ、都道府県及び市町村に対して必要額全額が交付されるよ
う、国庫補助金の所要額の確保を図ること。また、準要保護児童生徒の
就学援助に要する経費については、市町村において必要な援助を行える
よう、十分な財源措置を講じること。 

 
(6) 学校給食施設整備に係る交付金について、衛生管理の徹底などの

ため、建築単価・基準面積の引き上げや施設改修を交付対象とするなど、
充実を図ること。また、学校給食における地場産物の活用促進に要する
経費に対する財政措置を講じること。 

＜教育・文化を振興する＞ 
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○ 平成２６年度に新設された奨学のための給付金制度は、県内在住者を対象にするた

め、県外の学校に進学した生徒の場合、就学支援金制度と申請先が異なり、保護者等の

居住している県への申請となる。 

  また、交付決定が翌年３月に行われ、それまでの間、財源の保障がない状況で給付金

を支給することになっている。 

 

○ 経済的に就学が困難な者が、平成２０年度に比べ増加した人数分の授業料減免事業

は、全額が高校生修学支援基金から充当されるが、対象期間は平成２６年度までとなっ

ている。また、補助単価の引き上げや補助要件を拡げたことによる増額分及び入学料減

免事業分については、２分の１の充当にとどまっている。さらに、現行制度では、専修

学校高等課程は基金の対象となっていない。 
 
○ 就学援助費及び就学奨励費は、都道府県及び市町村が国庫補助金を財源の一部とし

て、経済的理由により子どもたちの教育を受ける機会が妨げられることがないように必

要な給付を行うものであり、都道府県及び市町村の財政負担が増すことがないよう、国

庫補助金の所要額を確保する必要がある。 
 
○ 学校給食施設の整備に対して国の交付金制度（新増築１/２、改築１/３）があるが、

学校給食衛生管理基準の改正（平成２１年４月）に伴う衛生管理の徹底や食物アレルギ

ーを持つ児童生徒への対応など、整備に必要な費用・面積が増大する中で、平成２６年

度から改善されたものの、基準面積・建築単価との間にはまだ大きな乖離がある。また、

既存施設の改修は交付金の対象となっておらず、市町村の財政負担が大きくなってい

る。 

 

（ 参 考 ） 

◇ 私立高校等の生徒への就学支援金制度と高校生修学支援基金 

 

 

 

 

　　　

　

　

 

私立高校等の生徒への就学支援金制度

軽減額
(円）

380,234

297,000

237,600

１78,200 

118,800

250万 350万 590万 910万 標準世帯年収(円）

２０２，０３４円１４２，６３４円８３，２３４円

全国私立高校

平均授業料年額
(平成２５年度）

国の就学支援金

高校生修学支援基金

　　　　授業料減免事業

　　　  入学料減免事業

　　　　奨学金事業

　　　　当初予定期間　：　平成２１～２３年度
　　　　３年間延長後　 ：　平成２６年度末まで

　　　　平成２１年度      ３２９人
　　　　平成２２年度　６，１６５人
　　　　平成２３年度　５，６３０人
　　　　平成２４年度　６，７４５人
　　　　平成２５年度　５，９８７人
　　　　平成２６年度　６，２２３人（見込）

　　　　平成２１年度    （制度なし）
　　　　平成２２年度　　　６２８人
　　　　平成２３年度　　　９９６人
　　　　平成２４年度　　　８９２人
　　　　平成２５年度　　　７７７人
　　　　平成２６年度　　　９１９人（見込）

　　　　平成２１年度      ４４５人
　　　　平成２２年度　　　６４６人
　　　　平成２３年度　　　７８９人
　　　　平成２４年度　　　８５０人
　　　　平成２５年度　　　７０２人
　　　　平成２６年度　　　８３２人（見込）

  ○基金の対象となる県事業

  ○事業期間

  ○授業料減免事業　対象者の推移

  ○入学料減免事業　対象者の推移

  ○奨学金事業　対象者の推移

２６１，４３４円


